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■日 時 令和６年５月２８日（火） 午後２時～４時 

■場 所 立川市役所３０２会議室 

■出席者 （敬称略） 

［立川市地域包括支援センター運営協議会委員］ 

学識経験者 宮本 直樹（会長） 

学識経験者                    岡垣 豊（副会長） 

医療従事者                    小西 亜佐子 

医療従事者                    中村 伸 

第1号被保険者代表                          斎藤 正雄 

第２号被保険者代表                高山 亮 

介護サービス利用者代表              室橋 三郎 

        介護サービス事業従事者                  石井 光太郎 

民生委員児童委員 河野 はるみ 

      ［地域包括支援センター職員］ 

ふじみ地域包括支援センター             安藤 徹 

はごろも地域包括支援センター                        岡村 深鈴 

        たかまつ地域包括支援センター                        野田 美輝 

        わかば地域包括支援センター             菅根 浩子 

        さいわい地域包括支援センター                  大友 正樹、 荒井  央 

        かみすな地域包括支援センター           茶野 真由美 

     ［福祉相談センター職員］ 

        にしき福祉相談センター              松田 光子 

        かみすな福祉相談センター             井上 千花子 

        にしすな福祉相談センター             大原 郷治 

［市職員］ 

 福祉部長                     佐藤 岳之 

保健医療部長                        浅見 知明 

福祉総務課長                    西上 大助 

   高齢福祉課長                   村上 満生 

地域福祉課長                                          小平 真弓 

介護保険課長                        高木 健一 

介護保険課介護給付係長 杉浦 由樹 

介護保険課事業者係長 園部 護 

高齢福祉課業務係長 高水 万理 

高齢福祉課在宅支援係長                               石垣 裕美 

高齢福祉課介護予防推進係長                 沖本 弘毅 

高齢福祉課認知症対策係長 丸山 清孝 

高齢福祉課在宅支援係       倉田 雄一、八坂 里加、黒瀬 里沙、吉川 隆久 
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午後２時００分 開会 

高齢福祉課長 

 

 

 

 

 

 

 定刻になりましたので、第１回の地域包括支援センター協議

会を始めさせていただきます。 

 次第に沿って、まず１番、辞令交付です。 

 今回、新しく委員になられた方も含めて、今、辞令を机上の

ほうで配布させていただいております。皆さんお手元にありま

すでしょうか。 

 大変失礼しました。後ほど確認して、配布をさせていただき

ます。 

 今日、本来であれば、市長がこちらに来てあいさつという予

定でしたが、都合により、出席ができないということで、保険

医療部長からごあいさつをお願いします。 

 

保健医療部長  皆さま、こんにちは。保健医療部長の浅見でございます。 

 先ほど、事務局から話のありました辞令交付でございます

が、このたび新しいメンバーの方が４名いらっしゃいます。ぜ

ひよろしくお願いいたします。また、皆さまも引き続きよろし

くお願いいたします。 

 まず、先日26日の医療・介護フェスティバル、皆さんご参加

いただいたと思いますが、ご協力ありがとうございました。主

催は立川市医師会と立川市で、共催が歯科医師会、それから薬

剤師会ということです。こちらのフェスの企画も長く議論した

わけではありませんで、おそらくこの２～３カ月でぎゅっと凝

縮して準備を進めたと思います。そんなことから、参加いただ

いた皆さま方には、いろいろと調整不足等があったと思いま

す。この場をお借りしておわび申し上げます。 

 実際は天気に恵まれまして、市民からは、なかなか普段知り

得なかったことをこういう場で知れて良かったという声も届い

ておりますし、また、参加いただいた方々からも、充実した、

良かったといった声をいただいておりますので、ぜひ、今回の

課題も含めて次回につながるような、また検討していきたいと

いうふうに思っております。 

 さて、昨年度までは、高齢者福祉介護計画、こちらが出来上

がりましたが、こちらの議論が中心でございました。おかげさ
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まで、立派な書が出来上がりました。 

 それから、もう一冊机上にあると思いますけども、このピン

ク色の「介護保険制度と高齢者のサービスのしおり」、この中

では、54ページ、55ページ、こちらを見ていただきますと、

「もっと知ろう  介護支援専門員（ケアマネジャー）の役

割」、こういったページが新たに追加されております。皆さん

のご協力で、こういった手作り感のあるページも差し込みまし

て、まさに参加型のしおりができたかと思っております。こち

らも重ねてお礼を申し上げます。 

 さて、今年度一年間でございますが、計画づくりは、いった

ん今年度は小休止という年でございます。そのため、計画に基

づく事業をきちんと実行に移していくといった年ですので、し

っかりとそちらの進捗管理も確認いただきたいということが一

つと、本日の協議事項にございます、地域包括支援センター運

営状況と課題分析について、まさにこちらの運営協議会は、地

域包括支援センターの運営に関することを議論する場でござい

ますので、ぜひ今年度一年間は、こちらのテーマを中心にじっ

くりと深く議論をしていきたいと思っておりますので、ぜひ皆

さん、積極的な、忌憚（きたん）ないご意見を交わしながら、

実効性のある計画を作っていきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 以上でございます。 

 

高齢福祉課長 

 

 

 

 

 ただ今、机上に辞令を配布をさせていただいております。お

手元に皆さん、ありますか。大丈夫でしょうか。 

 続きまして、運営協議会会長の互選、副会長の指名のほうに

移らせていただきます。 

 まず、会長の互選を行いたいと思います。どなたか推薦をさ

れる方はいらっしゃいますか。 

 Ａ委員。 

 

Ａ委員  議事がスムーズに運ぶように、Ｂ委員を推薦します。 
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高齢福祉課長 

 

 

 

 

 

 ありがとうございます。その他、推薦される方はいらっしゃ

いますか。 

 他にいらっしゃらないようですので、Ｂ委員に会長をお願い

したのですが、異議がないので大丈夫でしょうか。賛成で大丈

夫でしょうか。 

 では、拍手でお願いしても。（拍手） 

 ありがとうございます。今期の会長をＢ委員にお願いしたい

と思います。司会は、私のほうから会長に引き継ぎをさせてい

ただきます。よろしくお願いします。 

 

会長  ご選任をいただきまして、ありがとうございます。Ｂでござ

います。議事が円滑に進みますように努めてまいります。皆さ

ま方のご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、早速でございますが、着座にて進行させていただ

きたいと思います。 

 会長に選んでいただきましたので、副会長の指名についてで

ございます。要綱上、副会長は会長が指名するということにな

っておりますので、私のほうで指名をさせていただきますが、

先期までもお務めいただいておりましたけれども、Ｃ委員、名

簿でいいますと、お手元の名簿だと２番目です。２番目のＣ委

員に、もう一人の学識経験者ということでございますので、お

願いしたいと思いますが、皆さま、いかがでございましょう

か。（拍手） 

 ありがとうございます。では、Ｃ委員から着任のごあいさつ

をお願いいたします。 

 

副会長  Ｃです。異議が出たら面白いなと思ったんですけど。 

 従前から副会長をさせていただいて、会長を支えつつ、議事

がスムーズに進むように努めたいと思います。どうぞよろしく

お願いします。（拍手） 

 

会長  ありがとうございます。 

 では、続きまして、議事の３番に参ります。出席者の自己紹

介ということで、皆さま方からもごあいさつを頂戴できればと

思っております。名簿の順番でいきましょうかね。そうする
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と、マイクがあっち行ったりこっち行ったりになりそうなの

で、すいません、では、時計と反対周りにお願いしたいと思い

ます。 

 では、Ｄ委員からお願いいたします。 

 

Ｄ委員  Ｄといいます。立川市内、はあとホーム立川というところで

ケアマネジャーをさせていただいております。主任介護支援専

門員の代表として、前年度から引き続きまして参加させていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

 

Ｅ委員  ３番目に書いてありますＥと申します。羽衣町のほうで歯科

医師をしております。３期目か４期目かになりますけれども、

よろしくお願いいたします。 

 

Ｆ委員  ４番目です。Ｆと申します。立川在宅ケアクリニックで訪問

診療をさせていただいております。初めて参加いたしますの

で、分からないことだらけですが、よろしくお願いいたしま

す。 

 

Ａ委員  順番の５番です。Ａといいます。立川市の民生児童委員協議

会の副会長をやっております。よろしくお願いします。 

 

Ｇ委員  初めまして。去年の11月から介護保険の利用を初めてした、

富士見町地区のＧと申します。今日も歩行器を使って来ました

んで、大変お手数ですけど、インターネットで議事録を見た

ら、すごく読みがいがあるあれなんで、大変な役目だなと思う

んですけど、何も分からないので、ひとつよろしくお願いいた

します。 

 

Ｈ委員  ６番目のＨです。よろしくお願いします。砂川町に住んでま

して、第１号被保険者の市民委員です。よろしくお願いしま

す。 
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Ｉ委員 

 

 

 

 

 ７番のＩと申します。富士見町に在住で、今回は第２号被保

険者ということで今年度よりお世話になります。普段は中野区

にあります中野総合病院という二次救急の病院で医療ソーシャ

ルワーカーをやっております。よろしくお願いいたします。 

会長 

 

 

 

 

 

 

 ありがとうございます。 

 それでは、委員の皆さま、どうぞ２年間の任期、よろしくお

願いいたします。 

 引き続きまして、センター長にもこの会に出席いただいてお

りますので、各地域包括支援センターのセンター長から自己紹

介をお願いいたします。 

 

ふじみ地域包括支

援センター 

 

 こんにちは。富士見町、柴崎町を担当しています、南部西ふ

じみ地域包括支援センターのセンター長です。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

わかば地域包括支

援センター 

 

 わかば地域包括支援センターのセンター長をしております。

わかば包括は栄町と若葉町を担当しております。よろしくお願

いいたします。 

 

さいわい地域包括

支援センター 

 さいわい地域包括支援センターの管理者をしております。さ

いわい地域包括支援センターは幸町、泉町、砂川町、柏町を担

当しております。よろしくお願いいたします。 

 

さいわい地域包括

支援センター 

 同じく、さいわい地域包括支援センターです。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 

たかまつ地域包括

支援センター 

 たかまつ地域包括支援センターです。たかまつ包括は、高松

町、曙町、緑町の担当となっております。よろしくお願いいた

します。 

 

かみすな地域包括

支援センター 

 かみすな包括支援センターです。よろしくお願いいたしま

す。かみすな包括支援センターは、上砂町、一番町、西砂町を

担当しております。 
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はごろも地域包括

支援センター 

 はごろも地域包括支援センターです。はごろも包括は、羽衣

町と錦町の担当になります。どうぞよろしくお願いします。 

 

にしき相談支援セ

ンター 

 にしき福祉相談センターです。よろしくお願いします。福祉

相談センターのほうは、特にエリアというのは限定ないんです

けども、ちょうどロケーションが錦町にございますので、その

近辺のところが主な活動地域になっております。よろしくお願

いいたします。 

 

かみすな福祉相談

センター 

 かみすな福祉相談センターです。よろしくお願いいたしま

す。かみすな福祉相談センターもエリアがありませんけれど

も、大山団地の中にございますので、ほとんど大山団地の方の

相談といえば相談センターに来ていただいております。よろし

くお願いいたします。 

 

にしすな福祉相談

センター 

 にしすな福祉相談センターです。よろしくお願いします。事

業所としましては、立川市の西のほう、横田基地の近くになり

ますけども、西砂町の５丁目というところにございます。どう

ぞよろしくお願いします。 

 

会長  ありがとうございます。では、６つの地域包括センターと３

つの相談センターの皆さま方、センター長さん、よろしくお願

いいたします。 

 続きまして、市役所の職員の皆さま方、自己紹介をお願いで

きればと思います。 

 

福祉部長  皆さま、こんにちは。４月１日付で福祉部長に着任いたしま

した。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

福祉総務課長  昨年度から引き続き福祉総務課長でございます。皆さま方に

関係するところで言いますと、成年後見のところ、それから避

難行動要支援者のところを管轄してございます。どうぞよろし

くお願いします。 
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地域福祉課長  地域福祉課長です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

介護保険課長  介護保険課長です。よろしくお願いします。 

 介護保険課から２人の係長がこれから参加させていただきま

す。介護給付係長です。 

 

介護給付係長  よろしくお願いいたします。 

 

介護保険課長  事業者係長でございます。 

 

事業者係長  よろしくお願いいたします。 

 

介護保険課長  よろしくお願いします。 

 

高齢福祉課長 

 

 

 

 昨年に引き続き、高齢福祉課長です。よろしくお願いしま

す。 

 新しくできました、認知症対策係の係長です。 

 

認知症対策係長  よろしくお願いします。 

 

高齢福祉課長  あと、業務係長です。 

 

業務係長  よろしくお願いいたします。 

 

高齢福祉課長  介護予防推進係長です。 

 

介護予防推進係長  どうぞよろしくお願いします。 

 

高齢福祉課長  以上になります。大変失礼しました。 

 

会長  大変ありがとうございました。どうぞよろしく。 
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事務局  事務局を担います高齢福祉課在宅支援係でございます。よろ

しくお願いいたします。 

 

会長  ありがとうございました。 

 それでは、議事に入ってまいりたいと思いますけれども、４

番の前回議事録の確認でございます。先期から委員を務めてい

らっしゃる委員の皆さんは確認済みかと思いますけれども、現

段階で何かあればご発言をお願いします。よろしければ、議事

録は確定ということで、公開をさせていただきます。ありがと

うございます。 

 それでは、この後、５番の報告事項に入りますけれども、い

ったん本協議会の成立要件を確認いたしたいと思いますけれど

も、委員９名のうち、本日は９名全員出席ということでござい

ますので、本運営協議会は成立をいたしておりますことをご報

告いたします。 

 それでは、５番の報告事項（１）第９次高齢者福祉介護計画

についてでございます。事務局からご説明をお願いいたしま

す。 

 

高齢福祉課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私のほうから、高齢者福祉計画のことについて簡単に説明を

させていただきます。お手元にこの冊子をご用意いただきたい

んですけども、まず66ページをお開きいただいてよろしいでし

ょうか。 

 ここに計画の基本理念、「個人の尊厳を大切にし、人と人と

がつながり、住み慣れた立川で、その人らしい生活ができるま

ちづくり」というのを基本理念として、計画のほうの策定を行

っております。今回、あえて「住み慣れた」、前回の計画の時

は「住み慣れた地域」ということだったんですけれども、あえ

て「立川」と明記して、最後までこの立川市で住み続けること

を強調するというところで、文言を「立川」と書いておりま

す。 

 続きまして、70ページから71ページなんですけども、こちら

に４つの基本目標を載せてあります。今回の計画では、特に０

次予防の推進に取り組みたいというふうに考えております。０

次予防のことにつきましては、ここから77ページのところを開
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いていただくと、ここに立川市の０次予防というふうにまとめ

られているものがあるんですけども、ここです。 

 例として「図書館に行ったら知り合いが増えた」と書いてあ

るんですけども、知り合いができることで図書館に行く回数が

増えると。そうすると、自然に歩く機会も増えますし、それが

外出する機会が増えるということになると、孤立を防止して、

認知症予防にもつながるということで、普段無意識に何気なく

取っていた行動が健康行動につながることはよくあると思うん

ですけれども、今回、主としてこういった０次予防の考え方で

あったり、他にもたくさん０次予防につながるような行動とい

うのはあると思うんですけれども、そういったものも併せて周

知啓発をしていきたいというふうに考えております。 

 続きまして105ページです。ここで認知症の人やその家族への

支援というところががあるんですけども、今現在、立川市は６

生活圏域があるんですけども、その中に認知症地域支援推進員

という、認知症に関する相談を受ける職員が、今３人配置とな

っておるんですけども、６圏域なので、２地区を１人の推進員

さんが担当するような形になっていまして。 

 常駐をしていない地域包括支援センターのところは、どうし

ても手薄になるところはあるんですけども、そういった状況を

改善するということで、今年度は６人配置する、３人増配置を

する予算のほうが取れましたので、今後はその６名の配置、各

圏域に１人の推進員さんの配置を目指して、できるだけ早く配

置をしたいというふうに考えてます。 

 そのことによって、昨年度、認知症基本法のほうも成立しま

して、認知症施策に関しては、今後積極的に推進していかなき

ゃいけない状況にもなっていますし、それで、新たに認知症対

策係という係もつくって、対策をしていかなきゃいけないとい

う状況になっていますので、できるだけ早くその配置のほうを

目指したいというふうに考えております。 

 次に107ページです。チームオレンジの体制整備と書いている

んですけれども、立川市のほうでは、認知症サポーター養成講

座というものを小学校、中学校、あと一般企業の方に受講して

いただいて、認知症に関する知識であったり、認知症の方にど

う対応すればいいかという、そういったことを学ぶ機会を、講
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座を設けておるんですけども、そういった認知症サポーター養

成講座の修了者が活躍する場というのもありますし、認知症の

人を、なかなか医療・介護のところで全て支えるというのは、

今後増えて続けていって難しい状況になるので、何が重要にな

ってくるかというと、住み慣れた地域の方の支援というのが一

番重要になってくるというふうに考えています。 

 その認知症サポーター養成講座を修了した方を中心に、その

地域でチームをつくって、それがチームオレンジということな

んですけども、チームをつくって、高齢者の方が住み慣れた地

域で住み続けられるような、そういった体制整備を今年度から

実施していきたいというふうに考えております。 

 最後に131ページです。補聴器購入費の助成事業の実施とある

んですけども、長く議会の中でも要望がありますし、市民の方

からも要望があったんですけども、今年度から補聴器購入費の

助成事業のほうを今年度中で実施していく予定となっておりま

す。 

 あわせて、高齢者の見守りで、二次元コードを読み込んで、

印刷されたシールを服なんかに貼っておいて、そこを読み取る

と伝言板につながって、家族とやりとりができるような、そう

いった伝言板というのがありまして、それは今年度中に実施し

て、高齢者の認知症も含めてですけども、それから、ご自宅に

帰れなくなった高齢者の方の対応についても、この計画の中で

含めて対応していきたいというふうに考えております。 

 私からは以上になります。 

 

介護保険課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 介護保険課長です。132ページをお開きください。 

 基本目標４、より良い介護サービスが受けられるまちづくり

（持続可能な介護保険事業の運営）のところが、第９期介護保

険事業計画に該当する部分になります。私からは新規事業であ

るとか、この運営協議会に関係する箇所に絞って簡単に説明を

させていただきます。 

 まず、135ページ、４－１－（72）施設・居住系サービスの整

備ということでございまして、今期、令和６年から令和８年度

までの３年間については、特に施設整備は予定をしておりませ

んけれども、136ページをお開きください。一番の下のところ
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で、「認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホー

ム）」ですけれども、こちらにつきましては、現在市内に１ユ

ニット、定員９人のグループホームが５カ所ありまして、この

１ユニットについて、２ユニット化の整備事業についてここに

記載をしております。 

 実際、市内の事業者さんから、２ユニット化に向けて、具体

的な計画が上がってきましたので、現在市内の１ユニットの事

業者を対象に公募を行っているところでございます。ご応募い

ただきましたら、介護保険運営協議会で審査をして決定をして

いくということでございます。 

 今後は、定期的にこのような募集をして、１ユニットから２

ユニット、定員９人から大体18人というような定員拡大に努め

ていきたいというふうに考えております。 

 次の137ページは、介護人材の確保・育成・定着についてでご

ざいます。下の四角の「現状」というところで、市では今ま

で、各種研修の受講費用の助成を行ってきました。この表の中

では、介護職員初任者研修が出ておりますけれども、５年度か

らは介護福祉士実務者研修も新たに研修の助成の対象にしてお

りまして、５年度は10人近くの方からこの助成の申請を受けて

おります。 

 ６年度の取り組みにつきましては、138ページでございまし

て、一番上のところで、「介護人材は慢性的に不足しているた

め、人材確保・育成・定着に関する様々な取組を展開し、市内

事業者の介護人材の確保等を支援します」ということで、１つ

目のポチですけれども、市と市内の介護サービス事業者等によ

る協議会を設置して、持続的な高齢者福祉サービスを確保する

ための人材確保策について協議をすると。 

 ２つ目のポチで、介護職員のキャリアアップのために研修受

講費用等の助成対象を拡充する。 

 ３つ目で、市内の介護サービス事業所において、勤務期間が

所定の年数に達した介護職員に対し、永年勤続表彰を実施す

る。 

 市内の介護保険施設では多数の外国人介護人材が介護サービ

スに従事しているため、外国人を受け入れている施設への支援

を実施するということで、この４事業については、令和６年度
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新規事業として取り組むことになっております。 

 最後の外国人の介護人材につきましては、東京都も同様の事

業を実施するということで、都の補助要項が７月に公表されま

す。公表されて、都の補助金と市の補助金の併給が可能である

のかどうか、それが確認でき次第、速やかに市としてはこの市

内の特別養護老人ホームを運営されている社会福祉法人などに

ご案内をしたいというふうに考えております。 

 続いて144ページでございまして、養介護施設従事者等による

高齢者虐待の防止ということで、真ん中のところに「現状」と

いうことでありますけれども、３年度、４年度と虐待の通報件

数も増えてきておりまして、実際調査をして認定した件数も増

えております。５年度は、相談件数が10件あって、認定件数が

１件ということで、増えているような傾向にあります。 

 まずは通報があって、対応するための職員体制の強化という

ことで、今年度、地域包括支援センター等で実際に虐待事案に

対応した社会福祉士の資格がある方を新たに職員として採用す

るために募集をしたんですけれども、まだ応募がないというこ

とで、こういう職員を確保して、通報があった際に迅速、速や

かに対応していきたいというふうに考えております。 

 最後に、第９期の介護保険料になります。186ページをご覧く

ださい。四角の下のところで、上記により、第１号被保険者、

保険料基準額は、年額が７万4,100円で、月額が6,183円という

ことで、第８期が5,880円に対して6,182円ですね。303円の値上

がりということになります。 

 ただ、これまで黒字分を基金に積み立てておりまして、その

基金から９億5,000円取り崩しをしました。取り崩し前が6,761

円で、9.5億円を取り崩して、6,183円ということで、578円ほど

保険料の上昇を抑制することができたというふうに考えており

ます。 

 下の表のところで、介護保険制度は平成12年、2000年から始

まっておりますけれども、それから現在までの立川市の介護保

険料と全国平均の保険料が出ておりますので、ご覧いただけれ

ばというふうに思います。 

 簡単ですけれども、私からの説明は以上となります。 
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会長  続いて事務局、どうぞ。 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 続きまして、地域包括支援センター運営協議会に関する計画

についてご説明いたします。117ページをお開きください。 

 「令和５年度立川市地域包括支援ネットワーク・循環図」で

ございます。こちらは、センター長共に、５～６年かけてやっ

とここまで体制整備ができてきております。 

 まず立川市は３層構造になっております。 

一番下から、「第３層・個別ケース」になっています。第３

層につきましては、個人と個人がいろいろと課題解決をしてい

く部分になっております。例えばサービス担当者会議におい

て、ケアマネジャーが介護保険サービスを使う場合に、利用

者、関係機関と担当者会議を行いますけれども、その中で課題

解決をするですとか、例えば民生委員が地域の高齢者の方から

相談を受ける、歯科医師の先生、在宅診療の先生が患者さん相

談を受ける、ご近所で、隣の人が隣の人に相談をする、そんな

時にその中で解決ができるような地域づくりを立川市は目指し

ているわけですけれども、第３層は個別ケースの分類になりま

す。 

 その上の「第２層・生活圏域」になりますが、ここは地域包

括支援センターを中心としまして、地域ごとのエリアの中でい

ろいろな問題解決をする、【介護予防に取り組む】、【０次予

防に取り組む】ということになっております。 

地域包括支援センターしか書いておりませんが、実は同じ生

活圏域の中に、民生委員さんも１地区から６地区まであります

し、社会福祉協議会の地域福祉コーディネーターも同じ地区割

で構えておりますので、日常生活圏域ごとに連携がしやすいよ

うな形になっております。 

 「小地域ケア会議」は、２カ月に１度、地域包括支援センタ

ーが開催をしておりまして、地域課題の解決をしていく取り組

みを行っております。 

 そして、「第１層・市全域」と書かれておりますが、毎月第

３木曜日に開催しております「地域ケア推進会議」です。地域

包括支援センター運営協議会会長や介護保険課の担当係長もご

出席いただいておりますが、位置付けられております。さら
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に、「介護保険運営協議会」「在宅医療・介護連携推進協議

会」など、このような１層に所在します各会議体がつながって

いくことで、最終的には本日お示ししておりますこの事業計

画、反映をされていく仕組みになっています。 

 そうすることによって、計画に載っているものは全て施策に

なるか、何か事業として実現するかということではありません

けれども、この計画に載ることによって、予算が取れたりと

か、事業化ができたりとか、新たな仕組みが生まれますので、

最終的に、一番下の「第３層の市民個人個人の生活のサービス

向上」につながっていくという意味で【循環図】になっており

ます。地域包括支援センター、福祉相談センターは、【循環

図】を意識して、毎日活動をしております。 

 ぜひ、協議会の皆さまも、地域包括支援センター運営協議会

第１層に位置付けられており、委員の皆さまのお一人お一人の

お役割をこの表の中でご確認いただきまして、令和６年度の協

議会へのご参加をお願いしたいと思っているところです。 

 説明は以上になります。よろしくお願いいたします。 

 

会長  ありがとうございます。説明をいただきました。委員の皆さ

んから何かご発言はございますでしょうか。 

 この計画全体でも結構でございます。今、口頭での補足説明

をいただいた部分でも結構です。そうでない部分でも結構で

す。計画全体で。質問でも結構です。感想でも結構です。期待

でも結構です。いかがでしょうか。 

 再任の委員さんは、これは策定過程でいろいろご意見を頂戴

していますから、それを踏まえてのご意見、また新任の委員の

皆さんは、新たな目線で率直な感想などをいただければと思い

ますが。 

 ふじみ地域包括支援センター。 

 

ふじみ地域包括支

援センター 

 新任の皆さまからもご意見いただく前に、ふじみ包括支援セ

ンターです。 

 ネットワークの循環図の117ページの部分になりまして、ここ

の第２章ということで、真ん中の小地域ケアレベルということ

で活動させていただいております。委員の皆さまにおかれまし
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ては、それぞれの地域ということで、私どもは富士見町、柴崎

町を担当させてもらっていますが、そこの中でも小地域ケア会

議という中で、民生委員の方をはじめ地域の介護サービス事業

者の方であったりとか、市民の方にご参加いただいておりま

す。この活動の中で、いろんな地域課題を吸い上げながらいき

たいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

 何か率直な疑問等があれば、またご意見いただければと思い

ますので、意見を反映させていきたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 

会長  基幹型のセンター長からお話をいただきました。何か皆さん

ありますか。大体納得がいく感じですかね、おおむね。 

 では、Ｅ委員。 

 

Ｅ委員  136ページのグループホームの１ユニットから２ユニットへと

いうのは、これはあくまでも事業所からの働き掛けがあった場

合ということですよね。 

 

介護保険課長  そうですね。はい。そのようになります。 

 

Ｅ委員  こちらから増やしていくようなということではなくて。 

 

介護保険課長  そうです。はい。 

 

Ｅ委員  分かりました。 

 

介護保険課長  ちょっと補足します。１ユニットは９名で、いろいろ経営的

に赤字のところが多いということになっておりまして、特に１

ユニットにしても２ユニットにしても、事務職員の人数は変わ

らないんですね。そうすると、定員を増やすことによって、対

する人数がそれだけ相対的に低くなりますので、人件費もそれ

でかからないということになります。２ユニットにすることに

よって、赤字から黒字化の転換を図るということで今回、２ユ

ニット化に取り組むこととしております。 
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Ｅ委員  自分が知っている１ユニットのグループホームは、一軒家み

たいなところでやっているんですよね。そうすると、ちょっと

見た感じ増やしようがないなというふうには思う。例えばそう

いうところはどこか他へ移ってということになりますものね。 

 

介護保険課長 

 

 

 

 

 

 

 そうですね。現状の建物で、例えば増築が無理な場合は、ま

た別のところで新しく建て直すということになります。今、具

体的な話があったところは、２階建てで１階がデイサービスを

行っていたんですけれども、デイサービスが廃止して、その部

分が空いているということで、そこの部分を１ユニット増やし

たいというようなことでございます。以上です。 

 

会長  ありがとうございます。他にいかがでしょうか。よろしいで

すか。 

 

Ｅ委員  もう一回質問です。老人ホームの周知啓発というのは、０次

予防というのは無意識のうちに健康になるということなので、

僕が毎回思っているのは、それを周知するというのは、例えば

ですけどどういう方法があるのかなと、よく分からないんです

けども。 

 

事務局  「０次予防」と言うと、どうしても医学モデル的な考えが強

くなりますが、本市の「０次予防」は、【医学モデルももちろ

んのこと、生活レベルにも取り入れよう】と考えております。 

先ほど、高齢福祉課長から、「図書館に行き出したら、友達

が増えた」という例え話がありましたが、「あなたがやってい

ることが０次予防だ」と周知をするというよりは、関係者が意

識をしながら、地域に仕掛けていくことの取組になります。 

 前回もかみすな福祉相談センターから、「脳トレマラソン」

報告がありました。センターとしては、周知啓発を目的の一つ

としていましたが、市民からすると知らない間にセンターに脳

トレマラソンの問題用紙を何度も何度ももらいに行っては家に

帰って一所懸命問題を解いて、また正解かどうかセンターに足

を運んで、正解かどうか見てもらって、また次の問題用紙をも

らって、また家に帰って、と行ったり来たりすることで、ご本
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人達は、「脳トレ」のためにやっていますが、結果的に行った

り来たりしているので、運動になったり、閉じこもり予防にな

ったり、センターがここにあるという周知につながったりして

います。 

 また、Ａさんが始めましたが、あまり面白いのでＡさんが友

達を連れてきてくれれば、またそこで周知の輪が広がる、よう

な活動を「０次予防」と呼びながら、そういうような活動をど

んどん広めていくというのを目標としています。 

 計画の76ページです。もう一丁目一番地みたいな形で、施策

１－１を【０次予防の推進】にしております。ここには、分か

りやすいのは「エンディングノート」と思いましたので、こう

いった形で書かせていただいています。 

 ちょっと前までは、エンディングノートは死ぬための準備と

されておりましたが、今は、これから生きる杖といいますか、

道しるべ捉えていく、エンディングノートをつくる過程の中

で、【これからどのようにに生きるのか、生き抜くのか】とい

うことを市民一人一人の人に考えてほしいと思っています。こ

れも「０次予防の取り組み」だと考えております。 

 当然、「フレイル予防」や「認知症への備え」も重要です。

自分が認知症になった時どうしようかというのを今から考え

ていただく。成年後見制度利用促進計画もかなり変わってき

ますので、もし判断能力が低下して、お金の管理ができなく

なったらどうしようか、今から考えるという、全ての取り組

みを０次予防と言っております。 

 ぜひ、Ｅ委員も身近な方にお薦めいただければありがたいと

思っております。よろしくお願いいたします。 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 ありがとうございます。他にございますか。 

 この計画、今までの計画も立派な計画だったんですが、今回

の計画からまたさらに前向きな、やる気が伝わってくるよう

な、そんな構成にしていただいているなと思います。この計画

が円滑に事業が推進していきますように、またわれわれも見守

っていきたいと思います。 

 ネットワーク循環図の説明の中でありましたけれども、地域

包括支援センター運営協議会というのは、政策形成、提案を担
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っておりまして、全体の図を、117ページを見返していただくと

分かるんですけども、上のほうに計画づくりなんかをやってい

く協議会があるんですけども、そこに向けて政策形成、提案と

いうことでこの運営協議会がありまして。まさに全体の連携の

要のような位置になっております。 

 これは、高齢者とか介護とかの関係のほうは、地域包括支援

センターというのは全部関係があるので、地域包括支援センタ

ーの業務という話になりますと、もう全体の要をやるという

か、こういう形になってくる、運営協議会もそういう位置付け

という形であります。 

 地域包括支援センターがありとあらゆることに関係してくる

というと、何でもおやりになるという心配がありますけれど

も、そこはもううまく整理しなきゃいけないんですが、それは

センター長さんたちのきっと悩みだと思うんですけれども。何

でもかんでも引き受けますという話ではなくて、うまく全体の

力と連携をしていく要なのかなと思っております。関係のない

ことはございませんので、委員の皆さんも、これを言っちゃい

けないとか、これはふさわしくないということはありませんの

で、何でも結構でございます。また積極的にご発言をお願いで

きればと思います。政策形成の場ですので。 

 それで今日も保健医療部長、福祉部長、お二人の部長も出て

きていただいて、実感のこもった具体的なお話を聞いていただ

いて持ち帰っていただいているという、こういう協議会になり

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、いったん次へ進みますが、後でまた思い付いた

ら、元へ戻ってということでも結構でございますので、いった

ん前へ進んでいきたいと思います。 

 ５（２）介護保険法改正についてでございます。まずは事務

局からご説明をお願いいたします。 

 

事務局 

 

 

 

 

 続きまして、資料２をご用意ください。 

令和６年度４月より介護保険法において、地域包括支援セン

ターに関する見直しがありましたので、ご説明させていただき

ます。 

 まずは、「地域包括支援センターの体制整備等」と書かれて



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おります。「家族・介護者支援等の充実に向け、センターの総

合相談支援機能を活用、センター以外の各種取り組みとの連

携」となっております。 

 具体的には、「センターの業務負担の軽減のため」大きく３

つ変わった点がございます。 

1つ目は、【介護予防支援の指定対象を居宅介護支援事業所に

拡大する】こちらは要支援の方につきまして、予防プランをセ

ンターが作成していましたけれども、今年度から、【居宅介護

支援事業所を直接指定すること】によって、センターを通さず

に居宅介護支援事業所のケアマネジャーが、予防プランを作成

することができるようになりました。 

 ２つ目は、【総合相談支援業務におけるブランチ等の活用推

進。市町村からの業務の部分委託を可能とする等の見直し】と

なっております。センターが行います「総合相談支援業務」に

ついて、一部を居宅介護支援事業所などに委託ができるという

法律改正でございます。 

 ３つ目は、【３職種配置は原則としつつ、職員配置の柔軟

化】です。センターは法律で、【社会福祉士、主任介護支援専

門員、保健師及び看護師の配置】となっていますが、規制が緩

和されたという内容になります。 

 まず１つ目ですが、立川市は令和６年度については、指定を

受けたいという申し出を行う居宅介護支援事業所がありません

でしたので、今年度は見送ることにしております。 

 ただ、指定は取れますので、指定は取るけれども、実際の業

務はできないといった事業所もこれから出てくるかもしれませ

んが、直接の業務の取扱いとしては、今年度は行わないという

ことにしております。 

 ２つ目ですが、立川市は平成18年から「福祉相談センター」

に一部の業務を委託するという形でブランチセンターを置いて

おりますので、あえて他の居宅介護支援事業所に新たに委託す

るということは考えておりませんので、こちらについても立川

市は取り組みを行わない考えております。 

 ３つ目ですが、資料の最後のページをご覧ください。「地域

包括支援センターは高齢者人数6,000人までであれば、先ほどの

専門職３職種、１人ずつの配置で良い」となっています。 



20 

 ところが、なかなかセンターで専門職３人を配置することが

難しいという区市町村がたくさんありますので、柔軟化という

ことで、6,000人の地区が３カ所で、高齢者数を合算すると１万

8,000人になります。例えば１つのセンターに専門職が２人しか

いなくても、他のセンターで専門職が４人いれば、合わせて専

門職の配置が定数に達するというような考え方になりました。 

 これにつきましては、後ほど立川市のセンターの職員配置に

ついてもご報告いたしますけれども、今のところ、ぎりぎり専

門職の配置ができているような状況であります。また、立川市

６カ所のセンターそれぞれが別法人が運営をしておりまして、

この合算をしてしまうと、法人同士のやりとりに関しましても

混乱が生じると判断をしておりますので、こういった形が取れ

るということは承知しながらも、令和６年度につきましては、

現行のまま立川市は行いたいと思っております。 

 以上、地域包括支援センターの体制整備につきまして、法律

改正はありましたけれども、ひとまず令和６年度に関しては、

令和５年度従来どおりということでやっていきたいと考えてお

ります。 

 説明は以上でございます。 

 

会長  ありがとうございます。Ｄ委員、何か補足ありますか。よろ

しいですか。 

 

Ｄ委員  今の。 

 

会長  はい。 

 

Ｄ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 そうですね。これは国の介護保険制度の話なので、今さら言

うことではないだろうとは思うんですけど、ことごとく本当に

国は現場のわれわれの感覚とかけ離れたところで、机の上で議

論をされているんだなというのがこういうのを見てもつくづく

感じますね。 

 予防ケアプランを居宅介護支援事業所に包括を通さず委託で

直接なんて、すごいことを考えますよね。役人の頭をのぞいて

みたいぐらい、現場のわれわれの実際の普段感じているものと
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かけ離れたことをよくぞ言ってくるなと。 

 お尋ねの相談業務も一部ブランチで居宅にもという発想自体

がすごいなと。もうその内実を聞いたらもっとすごいのかもし

れないですけど。最後は包括支援センターそのものの人員配置

ですけど、これももう苦肉の策で、人が集まらないんで、6,000

人×３の１万8,000人で人員を満たせばいいみたいな。もういよ

いよここまでなんだなというのが正直、現場の感覚ですけど、

ありますよね。 

 僕らは普段この真逆のことはよく訴えますよ。要支援認定の

方の予防ケアプランは、従来どおり地域包括支援センターが全

て漏れなく担うべきだと僕らは思っている。そのための人員配

置を国も東京都も各市区町村も予算付けをして、最後の苦肉の

策のようなことがないように人員配置をしてほしいと従来から

言っている。 

 おそらくこの運営協議会でもその辺は議論にもなってきただ

ろうというところの真逆、真逆で全部こうやって制度改正をす

る、３年ごとの制度改正をするたびに改悪、改悪で来ています

ので。 

 今さらこの３つに関して、現場のケアマネジャーとしての意

見といわれても、それは手は挙げないんじゃないか。１番目の

予防ケアプランの指定を取りますかと、われわれ居宅介護支援

事業所が、ないですか、今のところ。それはないと思いますよ

ね。正直。あの１件当たりの予算、値段で、普通の経営感覚か

らいって手を挙げないんじゃないでしょうか。 

 僕のように、個人的な話で、僕は一人でやっていますので、

僕は要支援の方は全体で２０人近いんですよね。だからもう多

いんですけど、１人がやる件数としては。それは個人の判断で

できますけど、組織として経営者の方がいらっしゃるようなと

ころだと、それはないだろうと思いますし。なかなかこれは難

しいのではないのかなというのが率直な意見です。 

 

会長  ありがとうございました。補足をいただきました。委員の皆

さんから質問、意見がありましたら、お願いいたします。 

 結論として、立川市は従来どおり、少なくとも今年度はとい

うことでございました。今、Ｄ委員から解説をいただきました
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ように、また大きく前提条件が変わらない限りはという感じに

なるかと思いますが。 

 では、ふじみ包括、どうぞ。 

 

ふじみ地域包括支

援センター 

 ふじみ包括支援センターです。Ｄ委員もご発言ありがとうご

ざいました。 

 この２番目に関してだけ、お伝えさせていただきたいと思い

ます。この総合相談支援業務におけるというところに関しまし

ては、居宅介護支援事業所のケアマネジャーの皆さんをはじ

め、多くの方々がこの総合相談支援の一次的な窓口にはなって

いただいているふうに認識をしております。ここに委員として

ご参加いただいています民生児童委員の皆さまも、各地域で市

民の皆さまからの相談を実際は受けていただいているという状

況になっております。 

 ここに書かれていることは、業務の部分委託が可能になると

いうことですので、ここに書いていることとは、ずれるかもし

れませんが、いったんはケアマネジャーの方の契約をされてい

ない方々に対しても、問い合わせについて真摯に答えておいて

いただいているという現状を把握しております。 

 これは、行政の窓口も多分一緒で、これは包括支援センター

の今の体制であったりとか、業務を考えて、いろんな問い合わ

せが、それは全部包括です、全部福祉相談センターです、これ

を言われてしまうと、われわれが本当にパンクしてしまう状況

ですので、現在、今はケアマネジャーの方、民生委員の方を出

しましたけれども、実際は医師の方であったりとか、看護師の

方であったり、病院の相談員さんであったり、さまざまな方が

いろんな相談を受けていただいているというような状況を把握

しております。 

 今後も、包括支援センター、福祉相談センターに全て聞いて

みてくださいとなると、これはあっという間にわれわれがパン

クしてしまいますので、引き続きこういうことで、総合相談支

援の部分は全体で受けていくということをここで発言させてい

ただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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会長  ありがとうございます。大変重要なまとめを今いただきまし

た。各関係者の皆さんには、これをぜひお願いをしていくよう

な、そういう動きも必要かと思います。ありがとうございま

す。 

 その他何かございますか。よろしいでしょうか。では、また

いったん前へ進めてまいりますので、何かございましたら、ま

た戻っていただいて発言していただければと思います。 

 ５の（３）番、地域包括支援センター委託〓事業〓の実態の

検証についてでございます。事務局からご説明をお願いしま

す。 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 続きまして資料３をご用意ください。 

「地域包括支援センター委託事業の実態の検証」についてで

ございます。本日報告事項ですので、よろしくお願いいたしま

す。 

 まず【背景】です。今回この９期計画策定過程におきまし

て、パブリックコメントを募集した際に、「地域包括支援セン

ター職員の人員配置の見直し」「土曜日の閉庁について」のご

意見を賜りました。また、先ほどの資料２の説明のとおり、介

護保険法の施行規則一部改正によって、センターの見直しが行

われておる背景があります。 

 次に、本市の【現状と対応】です。 

現状は、センターは、平成18年介護保険法改正により、市内

６カ所に設置をされております。もともと従来ありました「在

宅介護支援センター10カ所」のうち、「民生児童委員協議会の

地区割」に合わせる形で、日常生活圏域を６圏域としまして、

現在のセンターが創設されています。 

 創設当初、職員１人当たり700万円の委託料ということでスタ

ートしております。700万円全てが職員に報償費ということでは

なく、これは事業費も含まれるという形で、当初こんな形でス

タートをしております。 

 それ以後、いろいろ業務拡大がありましたので、一般財源か

らもセンターの委託料を増額してきたところですけれども、現

状としては全ての法人の赤字決算が常態化しているような状況

があります。 
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 対応ですけれども、高齢者人口の増加と相談内容の多様化、

地域支援ネットワークの拡充に伴い、委託仕様書における人員

配置では業務が回らないということで、【受託法人の持ち出し

で人員配置にて対応】していただいている状況が続いておりま

す。 

そんな中で、職員の退職などがありますと、なかなか新規の

職員採用が難しいような状況ですとか、応募があり、面接をし

て採用されても、数日で自己退職するような事態が頻繁に起き

ております。大体５年間で半分のセンター職員が入れ替わって

いるような現状もあります。 

 高齢福祉課としましては、人件費の拡充がなかなか難しい

中、センター職員の負担軽減、定着支援として、センター職員

のフォローや定着のための研修などを行ってまいりましたけれ

ども、それだけでは職員の流出の抑制や新規採用ができないな

ど、課題解決には至っていない現状があります。 

 次に、「立川市地域包括支援センター・福祉相談センター委

託事業の適正化」についてです。 

委託事業の適正化のために、実態把握のための取り組みを始

めることにしております。こちらにつきましては、多摩信用金

庫ご相談・助言をいただきながら、進めております。 

センターの適正な人員配置と委託料の検討のために、調査を

行っております。調査票につきましては後ほどご報告いたしま

す。 

 「調査の実施後の予定」です。 

令和６年４月～６月に、センターの収支状況と職員従事時間

に関する調査について行っております。 

収支状況と職員の従事時間、センターが行う相談業務数か

ら、１件の相談にどのくらいの人と時間と単価が、割り出せる

のではないかと助言を受けております。 

 次に、「日常生活圏域ごとの高齢者数とセンター配置人数」

です。委託仕様書の中では、基幹型包括支援センターは、地域

型として配置が４人、基幹形として配置が２人、ケアプランナ

ーとして１人の７名の配置になっております。その他地域型包

括支援センターとして、専門職４名とケアプランナー１名の５

名体制となっております。 
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 下の表を見ていただきますと、【ふじみ包括の高齢者数のと

ころは8,043人】になっておりして、先ほどの【6,000人であれ

ば、専門職１人ずつでいい】という説明をさせていただいてお

りますが、6,000人で割り戻すと、1.34％足りないと。これを従

来人数で掛けますと、本来であれば、ふじみ地域包括支援セン

ター（地域型）には【６名の専門職と１人のケアプランナー】

が必要となります。さらに、プラス基幹型なので、これに２人

が必要ということで、従来は９名必要ということになっていま

す。 

 その次の表を見ていただきますと、これは「現状の職員配置

数」ですが、ふじみ地域包括支援センターでは、法人の配置に

よって９名配置されているということの表の見方になります。 

 たかまつ包括支援センターは6,000人を切っておりますので、

従来どおりの人員配置となりますが、これがまたやや難しいと

ころですが、地域性もありますので、たかまつ包括支援センタ

ーの地域は、高齢者数が少ないから、他のセンターに比べて業

務が楽なのかということで評価しますと、なかなかそうではな

い。昔からのたかまつエリアの地域特性がありまして、戦後の

色々な名残がありますので、なかなか人数が少ないから楽な地

域ということではないと考えております。 

 今、このような背景と現状があり、調査を始めたところで

す。条例に基づいて高齢者人口で割り戻しますと、現在既に10

名、センター職員が足りないということになっておりますの

で。今後、次年度の予算要求につなげていくのか、どうするの

か、センターの在り方、福祉相談センターの在り方も、令和５

年度にだいぶ検討してまいりましたけれども、そこを含めてこ

の運営協議会の中で検討していきたいと考えているところでご

ざいます。 

 資料後ろに、現在調査をしている調査票などが付いておりま

すので、ご覧いただければと思います。 

 ひとまず本日は、このような調査を始めましたというご報告

にとどまらせていただきまして、調査結果等につきましては、

第２回、７月の運営協議会の中でご報告させていただきまし

て、皆さまとご一緒に検討を進めていきたいというふうに思っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。 
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 説明は以上でございます。 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 ありがとうございます。ということで、まだ途中でございま

すので、次回以降、またご報告をいただきますけれども、また

途中だからこそ、今ちょっと気になるから言っておきたいとい

うことが、もし委員の皆さんであれば、今ご発言をいただけれ

ばと思いますが、いかがでしょうか。 

 Ｄ委員、どうぞ。 

 

Ｄ委員  いいですか。素朴な疑問なので。つかぬことを聞きたいな

と。地域包括支援センターさんに聞きたいんですけど、これは

これでいいんです。予算がどうだとか、国が言っている何人に

対して１人、それは置いておいて、実情として、自分のセンタ

ーに職員は何人必要ですか。例えばうちは10人欲しいですと

か、いや、うちは15人欲しいですと。実際の本音を聞きたい。

忌憚なく。 

 

事務局  たかまつ包括からどうぞ。 

 

たかまつ地域包括

支援センター 

 包括支援センターは、立川市から委託仕様書をいただいて、

その中で業務を行っているんです。それで、仕様書のお仕事と

は、いわゆるケアプランを立てて１件幾らとか１件何とかとか

というものじゃなくて、地域づくりとかもろもろが関わってく

るので、人が、それはいればいただけ、いろんな活動ができる

ということになります。 

 人員が今この状況ですので、その中でやれることをやってい

るという形になるので、実は、立川市がどこまで求めるかと

か、福祉計画もそうなんですけど、それにのっとって私たちは

動いているので、不幸にも人員が減ったりすると、なかなか厳

しい状況が来るんですけど、それはそれなりにやるしかないと

いうような現状になっています。 

 

Ｄ委員  いや、そういう真面目な話ではなくて、もっとざっくばらん

な。 
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  市の計画書は置いておいてください。仕様書も置いておいて

ください。とにかく今、自分たちが課せられているもの、自分

たちが逆に関係なく目指しているものを何人ぐらいいれば実現

できるとお考えなのかなという素朴な疑問なので。 

 

たかまつ地域包括

支援センター 

 実現というのはすごく難しいかなと思います。どこをゴール

とするかで。果てしないじゃないですか。だって、やっている

ことが。 

 

Ｄ委員  そんなに真面目に考えない。もうちょっと気さくに言ってい

ただけたらありがたいですけど。 

 

たかまつ地域包括

支援センター 

 気さくに言っているつもりなんですけど。結局、委託費でや

れる範囲でやるしかないという感じなんですね。ぶっちゃけ。

人員配置も差があるので。法人が持ち出してやっているので。 

 

Ｄ委員  はい、分かりました。 

 

たかまつ地域包

括支援センター 

 ごめんなさい。他の包括から意見を聞いたほうがいいかもし

れないです。 

 

わかば地域包括支

援センター 

 わかば包括です。たかまつ包括と同じで、やりたいことはた

くさんあって、そこに人を投入するとなると、何人いてもいい

くらいだと思っています。栄町と若葉町で見ていくと、今、Ｂ

ＡＳＥ☆２９８はボランティアさんで運営していますけれど

も、そういう場所は町に１つではなくて、小さいエリアにたく

さんあってほしいと思っているので、そういう場所をつくって

いくとなると、地域福祉コーディネーターと共に、地域の特徴

を見たり、どういう人が活躍できるかというところまで入り込

んでいくとなると、すごく人と時間は必要になってくると思い

ますので。ただざっくりと、ざっくばらんに言うと、20人取り

あえずくださいという感じです。若葉町に10人、栄町に10人、

取りあえずそれでやってみたいですという感じです。 
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Ｄ委員  そうですね。そういうのを聞きたかったんです。ざっくり。

真面目なのは分かるんですけど。なるほどな、そういうことか

と思って。 

 

会長  きっと実力はたくさんあるので、人がいるといろんなノウハ

ウやそういうものが生かせるだけの組織なんだろうと思いま

す。だから多ければ多いほどという話にはなると思うんですけ

ど、他のセンター長さんで発言したい方がいれば。大体そうい

うことなんでしょうね。今、お二人。 

 

Ｆ委員 

 

 

 

 

 どこの部署でも人員確保というのはすごく大事だと思うんで

すけど、どうして辞めてしまうのかとか、短期で辞めてしまう

のかとか、そこら辺の聞き取りとか拾い上げというのもされて

いるということなんですか。 

 

かみすな地域包

括支援センター 

 かみすな包括支援センターです。今、かみすな包括支援セン

ターも今４名体制なんですよね。とても手薄な状況なんですけ

ども、それなりのキャリアを持って包括支援センターに、多分

期待とか何かやりたいこととか、そういうことを多分たくさん

持って入職するスタッフがきっと多いんだと思うんですけど

も、実際期待値とのずれだったりとか、思ったほどやりたいこ

とができる余裕がなかったり。 

 あと、それなりのスタッフがそろっているので、チームワー

クでやっていくと、特に医療職と福祉職の人間が一緒に仕事を

していくと、在宅では意外とそういう職場は少ないのかと思う

んですけれども、そのあたりで調和がうまくいかなかったりと

か、これもすみません、ぶっちゃけの話です。そういうことで

何となく疲れて抜けていってしまうとか、そういうことがある

かなと。 

 あと、本当に地域のいろんなことの相談を受けていますの

で、そういったことでは、確かに大変な仕事ではありますよ

ね。心身ともに負担は大きい職場なのかなというふうには思っ

ています。 
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会長  Ｉ委員、どうぞ。 

 

Ｉ委員  すいません、私も普段仕事で包括さんとは接することが多い

んですけど、包括支援センターさんのお仕事というのは、ざっ

くりとイメージはあるんですけど、具体的に、語弊があったら

あれですけど、何が一番大変というか、負担なのかなというの

を聞いてみたいと思いました。 

 例えば窓口対応だとか、関係機関から来る相談だとか、先ほ

どおっしゃっていたようなまちづくり、そのビルディングの部

分が、どれも大変なんだと思うんですけれども、業務負担とし

てどれが一番重い、一番というのは難しいかもしれないです

が、重いのかなというのを伺ってみたいと思いました。 

 

はごろも地域包括

支援センター 

 発言が全て活字になるというこの運営協議会なんで、あれな

んですけど、個人の感想としては、メンタル不調になって辞め

ていく職員が多いんですね。かなり疾患を抱えて辞めていく職

員のことを考えると、安否確認だとか虐待対応だとか、そちら

のほうが結構心身ともにきついのかなというのは肌感覚です。 

 

たかまつ地域包括

支援センター 

 たかまつ包括です。おっしゃったように、結構メンタルがや

られちゃうんですね。業務もものすごく多岐にわたっていて、

常に研鑽を積みながら追い付いていかなくちゃいけないという

ところもあったり、あとは対利用者の虐待案件であったりと

か、安確で亡くなった方の案件とかもありますし、あとは、ク

レーム対応とかですかね。今カスハラとかいろいろありますけ

れども、その辺のところでかなりメンタルがやられます。不調

を抱えている職員は常にいたりしますので、その辺を支え切れ

ず、辞めていった職員はうちも数々います。 

 

会長  いかがですか。よろしいですか。 

 

Ｉ委員  ありがとうございます。病院も同じだなという印象はあるん

ですけど。そういったところで、何かお互いに負担を分かち合

っていけたらいいかなというふうに思っています。ありがとう

ございます。 
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会長  ふじみ包括の手が挙がりました。どうぞ。 

 

ふじみ地域包括支

援センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ありがとうございます。ご質問ありがとうございます。ふじ

み包括です。 

 先ほど何が大変かというところから言うと、先ほどの発言か

らも関連するんですが、私たちのセンターに寄せられる相談の

中には、相談というか、既に怒りながら来られる場合がありま

す。その多くは、あそこで相談したら、問い合わせしたら、包

括に言うようにといわれた。こっちに来るようにいわれた。で

も、こっちでそういう対応をしてくれないのか、という感じか

ら入ってくる方が結構いらっしゃるんですね。 

 これは、先ほどのたかまつ包括のセンター長もおっしゃって

いたように、職員はかなり疲弊をするというところで。その前

の発言でお話しさせていただいたように、既にいろんな、民生

委員さんであり、医療相談員の方であり、いろんな方々が、行

政の窓口であり、受け止めていただいている、それがあった上

で、ちゃんと聞いてもらっている、でもここの部分は包括、こ

この部分は福祉相談センターということで来ると、大体お互い

気持ちよくいっているというのが現状としてあります。 

 ですので、そういう意味では、何でも包括、福祉相談センタ

ーに既に回されてくるという感覚になると、非常に厳しくて、

今日もここに来る前に窓口にお越しいただいていましたけど、

ご高齢者の方と、この雨の中、天気悪い中、民生委員の方が一

緒に来ていただいているんですね。全ての民生委員の皆さんが

とか、全ての行政の窓口の人がわれわれのセンターに来る、こ

れはないということはもちろん承知した上ですが、それがある

と、全然違うということはあるかと思います。 

 なので、全ての一次相談窓口の方々に、一緒にセンターまで

手を添えて来てくれとはもちろん申しませんが、しっかりと受

けとめていただいたものを引き継いでいく、一緒にやらせてい

ただくということが非常に重要になるかなというふうに思って

おります。 

 以上です。 

 



31 

会長  事務局、どうぞ。 

 

事務局  事務局としましては、先ほどたかまつ包括から話がありまし

た、「カスタマーハラスメントに対する対策」が非常に急務だ

と思っております。特に虐待対応は、養護者からクレームを受

けることが多く、高齢福祉課在宅支援係としても、非常に心を

折られているところであります。 

 今後、東京都で初めて「ハラスメント条例」ができますの

で、成立しましたら、介護保険事業所の皆さんと一緒に研修を

やる予定になっておりまして、多摩パブリック法律事務所のご

協力を得ながら、一つずつ勉強をして、どのように対応してい

くのか、カスタマーハラスメントを受けないために予防策があ

るのかといった視点で勉強していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その他ありますか。今の件でいかがでしょうか。今の件は大

丈夫ですか。ありがとうございます。委員の皆さんから大変的

確なご質問をいただいたおかげで、課題が表面化というか見え

る化というか、センター長さんが勇気を持って発言をしてくだ

さいましたので、非常にそうだよね、そこだよねというのが納

得感とともに聞かせていただきました。今日、担当課長さん、

担当部長さんも聞いていただいていますので。 

 今後、地域包括支援センターが孤立するようなことがないよ

うに、一次窓口を務めてくださるお役の方々にも、よくそこの

ところは分かっていただいて、利用者の方に、間違ってもたら

い回しにされたなんていうふうに誤解を与えないような対応を

しましょうというような運動も必要かと思いますし、地域包括

支援センターで具体的な対応をしなければならなくなるような

事例も、いろんな、市役所が中心になると思いますけれども、

支援体制をしっかりと強いものを準備をしていく必要があると

思います。クレーム対応もそうだし、虐待対応もそうだし、亡

くなった方の対応ですね、安否確認から伴ってのそうしたこと

も、センターだけで対応するとなると、これは確かに大変つら

い話になってきますので。一緒に対応できるような体制を整え

ていくようにお願いしたいというのを運営協議会からのお願
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い、提言とさせていただきたいと思います。ありがとうござい

ます。 

 では、その他に何かあれば。なければ、また次へ進んでまい

りたいと思いますけど、よろしいでしょうか。 

 それでは、協議事項に移ってまいりたいと思います。６の

（１）運営状況と課題分析についてでございます。まずは事務

局からご説明をお願いします。 

 

事務局  続きまして、資料４をご用意ください。 

センターが、対応した月ごとの実績報告の２カ月分を協議会

の皆さまにお示しをしているものになります。 

 まず１ページ目から４ページ目につきましては、令和６年２

月分のご報告になります。 

 続いて５ページ目からは、先ほど第１層の会議体の中で、

「地域ケア推進会議」を行っているという報告をしましたけれ

ども、レジメと会議録、そしてその時に使いました資料になっ

ております。 

 12ページには、「地域ケア推進会議」でも、介護現場におけ

るハラスメントについての課題提起がありましたので、相談窓

口のご紹介なども行っているところでございます。 

 26ページをお開きください。先ほど部長の挨拶でもありまし

た、【医療・介護フェス】が日曜日に開催されました。地域ケ

ア推進会議でも、【ＡＣＰを普及する】ということを目的に、

「食べて試して知ってＡＣＰ」というテーマにて、出展いたし

ました。 

 その中で、「かなひろいテスト」を行いましたところ、70名

の方にご参加いただいております。 

 「行政書士による終活相談」につきましては、７名の方がご

相談に来ております。 

また、特殊詐欺被害防止を目的に、「詐欺かもね」のウエッ

トティッシュ500個を全部配布をしたり、消費生活センターから

も、消費者被害の防止ということで、くるりんのキーホルダー

の提供をいただきまして、240個配布をしております。 

 中には介護相談につながった方もおりましたし、就職した

い、ヘルパーさんになりたいという相談も実はありまして、実
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際に登録されたかどうかは分かりませんけれども、事業所につ

ないだという報告も来ております。 

 違うブースで、「地域ケア推進会議」で作成しました【ペッ

トのエンディングノート】も90部の配布を行いました。 

 非常に短い準備期間の中で、バタバタと行われましたけれど

も、子供たちの笑顔とか、その子供を見守るご両親様の笑顔

等、たくさんの笑顔を見ることができ、非常に良いイベントだ

ったなと思っております。 

 取り仕切りました認知症対策係長からもご報告いたします。 

 

認知症対策係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 高齢福祉課認知症対策係長です。医療・介護フェス、26日に

天候にも恵まれまして、かなり多くの方にご来場いただきまし

た。実行委員長といいますか、中心になって企画していただい

た立川在宅ケアクリニックのＪ先生からは、来場者は大体２万

人ぐらいということでお話をいただいております。 

 当初、本当に来るのかということで、3,000人ぐらい来ればい

いほうなのかなというふうに見込んでいたんですが、サンサン

ロード、場所もかなり通行者が普段から多いということと、あ

と当日、グリーンスプリングスの２階で「パラ・フープ・フェ

ス！」という、障害団体の方もイベントだったり、昭和記念公

園の文化ゾーンのほうで、しっぽ何とかという犬のイベントを

やっておりまして、かなりそれで人通りも増えていた状況もあ

りまして、サンサンロードは普段、土日ものすごい人が歩いて

いるんですが、ＩＫＥＡに向かっていただいて左のほう、シネ

マ・ツーの側、西側のほうです。そちらがメイン通りになるの

で、かなりそちらのほうに人が歩いていて、東側のほう、パレ

スホテル側のほうはちょっと寂しい感じなんですが、当日はテ

ントを立てていた影響か、かなり東側のほうも人が多く歩いて

いて、西側がいつもより少ないかなというような印象を受けま

して。 

 写真も撮ったんですが、上から写真を撮ったところ、テント

の通路がもう人で埋まっているような写真になっていまして、

当日、事故等は報告されておりませんので、そこは良かったな

と思いますが、想定していたよりもだいぶ来場者が多かったと

いうことで、今後どういった形になるかは今後検討という形に
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なりますが、普及啓発という意味では、一定の成果は上げられ

たのではないかというふうに考えております。 

 今日も出席いただいている委員の皆さまの中にも、出展いた

だいた方がいらっしゃいますが、かなり準備も大変だったとい

うふうに聞いておりますので、できれば負担が多少軽くなるよ

うなことが次回以降あれば、検討できればというふうに思って

おりますので、今後また動きがあればご報告をさせていただき

たいと思います。どうもありがとうございました。 

 

事務局  ありがとうございました。 

 Ｅ先生、会長、もし何か一言あればお願いします。 

 

Ｅ委員  歯科医師会も一応ブースは出させてもらったんですけれど

も、それと私がステージのほうで15分ばかりオーラルフレイル

と誤嚥性肺炎についてのお話をさせてもらったんですけれど

も。とにかく準備期間が、先ほどから出て、２～３カ月で、ど

ういう形になるのかなというのがなかなか見えなかったので、

チラシの配布とか、あとポスターもどこに貼ればいい、目立つ

かなとかがよく分からなかったので。ただ、こうやって一回や

ると、こういう感じなのかというのは分かるので、毎年という

のは厳しいなとは思いつつ、その辺はどうなるか分からないで

すけれども、いい経験させてもらったかなというふうに思いま

した。 

 

会長  ありがとうございます。本当に当日、先ほど認知症対策係長

からお話があったとおりで、大盛況で、全てがうまくいったと

思います。天候にも恵まれたというところもあると思います

し。ただ、皆さんからは本当に素晴らしい、良かったというお

声しか聞こえてまいりません。来てくださったお客さんから

も、それから出展された関係者の皆さんからも、本当に良かっ

たと、素晴らしかったというお声ばかりでございますので。 

 せっかくのこうしたつながりということを今度も何かの形

で、同じようにはできないかもしれませんけれども、生かして

いく必要はあるなと、こういう行事はとても皆さんの満足感が

高いなということは再確認できました。 
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 １点、先ほどもお話がありました、グリーンスプリングスの

ほうで行われていた企画、実は私は、ボランティア・市民活動

センターの運営委員長として、あっちのほうの関係の取りまと

めをやらせていただいておりました関係で、あっちのほうもと

ても心配していたのですが、あっちのほうはあまりお客さんが

来なくて、例年よりは。 

 全部サンサンロードのところで皆さん満足して帰っちゃった

のかもしれないですね。という状況がありまして、向こうの出

展者の障害者団体の皆さんからは、われわれも一緒にやりたか

ったと、同じ日で残念だったというお話がありまして。今回、

医療・介護というところなので、障害というところがテーマに

入っていなかったんですけれども、医療に関係ないわけないじ

ゃないかと、障害者も、というお話があったりで。そういうふ

うにうらやましがられるほど素晴らしい会だったというところ

をお伝えしたいと思います。ご報告させていただきます。 

 Ａ委員もいらっしゃいましたね。何か。 

 

Ａ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 民生委員のところでこの会、フェスに出させてもらうという

ことで、結構みんな張り切っていたんです。実際、開けてみた

ら、ティッシュとばんそうこうを配るのを毎年やっているんで

すけど、駅のところで、あっという間になくなって。おまけ

に、今年は市長さんに一日民生委員というのをやっていただき

ましたので、市長さんは、１人の３倍ぐらいのティッシュを持

っていただいたんですが、なぜか市長さんの前に人がいっぱい

集まりまして、それもあっという間になくなって、ということ

もあって。 

 私も、今ここで初めていろいろ、こういうのも出ていたんだ

というぐらいに、私はテントにほとんど付いていまして、ご相

談か何かがあればいいなという感じで座らせてもらっていたん

ですが、「民生委員というのは、どういうことをやっているん

ですか」という質問があったんですね。だから、相談という

か、そういう質問。あと、もう一つは、「民生委員が欠員にな

っているということを聞いているけれども、その理由は何です

か」という、そういうお話がありました。 

 でも、そういう率直な、一回聞いてみたいなと思っていたこ
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とだったのかなと思って、私で分かるような範囲ではお答えし

たんですけど、「分かりました」と言って、「大変なんです

ね」と言うから、「ありがとう、ご理解いただいてうれしいで

す」と言ったんですけれども。とてもいい企画だったんじゃな

いかなと思います。 

 医療・介護というのがどんなのだろうと、来てくださった方

たちももちろん、私たちもそうですけど、どのようなものにな

るかというのが分からなかったんですけど、今、会長がおっし

ゃったように、まず一回やってみると、こんなものだったんだ

ということが分かって、これを企画していただいたのは本当に

いいなと感謝かなと思っています。ありがとうございました。 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ありがとうございました。続いて、30ページをお開きくださ

い。 

 今回は令和５年度の業務報告もお示ししております。 

まず30ページ、総合相談件数のところ、真ん中辺りに合計と

して【２万6,621件】に対応しました。 

その下、相談方法ですが、メール相談、オンライン面談を始

めておりますので、メール相談が645件、オンライン面談につき

ましては17件でございました。 

 31ページ、権利擁護業務のところですけれども、虐待対応件

数が782件、成年後見制度に関する対応については158件、日常

生活自立支援事業については87件の対応を行っております。 

 33ページになります。先ほど安否確認が負担だという話もあ

りましたけれども、安否確認の問い合わせのところですが、228

件、これは警察だとか、いろいろな地域関係者から、高齢者の

情報を教えてほしいという問い合わせがあった件数になりま

す。 

 下の安否確認の現地確認のところは、センター、高齢福祉課

が持っている情報では安否の確認ができなかったため、高齢福

祉課とセンターの職員が現地に行って、お亡くなりになってい

るか、いらっしゃるのか、不在なのか、確認をして対応をした

件数が52件になっております。そのうち、孤独死を確認した件

数が21件となっております。 

 令和４年度は、問い合わせ件数が218件、安否確認・現地確認
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が70件、孤独死が21件でしたので、ここの数字についてはさほ

ど大きな動きがないかと思っています。 

 34ページをお開きください。こちらは、過去５年間の数字を

比べたものになります。１番の総合相談件数、先ほど令和５

年、２万6,621件と申しましたが、令和４年度を見ていただきま

すと、２万7,975件ということで、令和４年度よりも令和５年度

は相談件数が減っているような状況になっています。 

 こちらの見方が非常に難しい、判断の評価の仕方が難しいと

思っておりますが、担当としましては、先ほどご紹介した、地

域包括支援ネットワーク図循環図の第３層のところです。 

 例えば民生委員さんが地域の中でご相談があったものに対し

ては対応していただく、医師や歯科医師の先生が患者さんから

の相談に対してはその場で対応していただく、自治会の中で、

町内会の中で、ということで、第３層の個人レベルの中でいろ

いろな問題解決が図られているものと担当としては評価してお

ります。 

 センターの一番大きな役割、ミッションは、【地域をつくっ

ていく】、【第３層の地域をつくっていく】ということになり

ますので、そこがうまく醸成していけば、こういった形でセン

ターに、相談しなくとも解決が出来ていくものと考えておりま

す。 

 一方で、「センターを知っているか」、周知度ですけれど

も、６割に満たないところがありまして、相談する場所が分か

らないから相談ができなかった、なので件数が減ったというこ

とももしかしたらあるかもしれないと思っておりますので、引

き続き、センターの周知活動はしていきたいと考えているとこ

ろでございます。 

 ２番の権利擁護業務のところですけれども、虐待対応につき

ましても、令和３年はちょうど1,000件でしたが、コロナも落ち

着いたということもあるかもしれませんけれども、令和５年度

は782件の対応でした。日常生活自立支援事業・成年後見制度に

ついては、245件の対応をしてまいりました。 

 令和３年度の34件から、いきなり令和４年度の357件になりま

したのは、立川市でも成年後見制度利用促進計画ができまし

て、地域包括支援センターと地域あんしんセンターたちかわ、
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高齢福祉課の役割分担を確認しましたので、令和４年度は劇的

に数字が伸びているような状況になっております。令和５年度

は少し落ち着いてきたというようなことで、担当としては分析

しているところでございます。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

会長  ありがとうございました。皆さんから何かご発言ありますで

しょうか。質問やご意見、いかがでしょう。お願いします。 

 

Ｆ委員  すごく初歩的な質問なのかもしれないんですけども、相談件

数が減ったのは、逆に他に役割が分担できているという見方が

すごく面白いと思ったんですけど、逆にこの件は包括に相談し

ていいんですよというんですか、そういう何でもかんでも包括

に振るのは負担が大きいのは分かるんですけども、これについ

ては包括にぜひ来てくださいというような具体的な例を教えて

いただけるとありがたいです。 

 

ふじみ地域包括支

援センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ふじみ包括支援センターです。ご質問ありがとうございま

す。 

 私の発言が分かりづらくて申し訳なかったんですけれども、

基本的には、包括支援センター・福祉相談センターなどで何で

も大丈夫なんです。相談が多いのは、介護保険に関するもので

あったりとか、日常生活のしづらくなったとか、そういったこ

とのご相談があって行きますが、基本的には、ありとあらゆる

相談が寄せられているという状況があります。 

 ですので、これは多分他のセンターも、もういろんな相談が

来るという、レアなケースも含めて、あると思いますので、そ

れは包括支援センター・福祉相談センターとも必ず受け止める

ということがセンターとしての役割と認識をしていますので、

それが私の前の発言は、それぞれの窓口で、多分これが受け止

められず、「それは65歳なので包括です」みたいな、それをさ

れてしまうと、多分こっちに電話しろと言われたから来たとい

うことで、窓口で行けと言われたから、案内されたから来たと

いう感じで来ると、それは大変苦しくなってしまうので、内容

としては、何でも大丈夫というところで、皆さま、よろしいで
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しょうか。 

 ちょっとだけ前に戻ると、Ｄ委員がご発言いただいた、何人

必要かというところもイコールかなとは思っていまして。それ

をそれぞれ受け止められず、何でも包括、福祉相談センターだ

ったら、これは多分何人いても足りないというのが現状で。 

 それぞれの窓口であったりとか、それぞれの最初の相談を受

けた方が、一緒に話を聞いてあげて、これも包括だね、福祉相

談センターだねと言っていただけたら、これは人数が抑えられ

るという言い方がいいのか、あれなんですけども、現状の人数

でもしっかりとやっていけるということになっていくのかなと

いうふうに思っております。 

 以上です。 

 

会長  ありがとうございます。その他何かございますか。 

 どうぞ。 

 

Ａ委員  民生委員のほうから言わせていただきますと、まず問い合わ

せの電話や何かがあった場合に、その問い合わせの本人かどう

かもまずもちろん確認しますけれど、年齢が高齢者になるの

か、それじゃないかというところで、まず頭の中で分けます。

高齢者の場合は、包括さんのほうにまず聞くんです。こういう

方と関わっていますかと。そうすると、関わっていると言われ

たら、分かりましたと言って包括さんのほうに送ります。その

名前はないなと言われたら、また違う方向で探したりとかとい

うことをやりますので、一応、民生委員の私たちの仲間には、

分からなかったらまず包括さんに聞いてみて、関わってくれて

いるどうかを聞いてみてということは必ず言いますので、包括

さんには電話が行くと思います。 

 孤独死が一番怖いんですけれども、それ以外にも、この間

も、他の方から聞いた話ですけど、倒れたままになっていたと

いうことがあって。それも包括さんのほうに聞いて、すぐ対応

ができたという話も聞いていますので、本当に包括さんにはお

世話になっています。感謝しています。ありがとうございま

す。 
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会長  ありがとうございます。今の話で、ここでカウントしている

件数は、支援に入った数ということですか。それとも今みたい

な紹介みたいなのもカウントしているんでしょうか。 

 

ふじみ地域包括支

援センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 すいません。ふじみ地域包括支援センターです。先ほど、Ａ

委員から発言いただいたように、紹介というところで言うと、

これは多分、先ほども言っていただいたように、職員の個人差

はあるかもしれませんが、ご紹介いただいた事例のように、包

括の関わりがなかった場合、その時は、民生委員の皆さんが聞

いていただいているんですね。その後に、「実際こういう話が

あったんだけども、包括で相談に乗ってくれる？」ということ

につながってくるので。多分紹介では１件とカウントしていな

いことが多いかなと。 

 ただ、その後に、ほぼ、多分間違いなくカウントが始まって

いくというような、そんなことになっているかなというふうに

思っております。 

 

会長  ありがとうございます。先ほどの仮説を民生委員に当てはめ

ると、34ページの表の上段のところに、総合相談件数と相談者

と相談方法という３つの欄があって、相談者の下から２行目に

民生委員・児童委員というのがあって、平成31年から令和３年

の間は増えているんですよね。令和３年から令和４年、令和５

年と減っていると。これは民生委員と地域という言い方でい

い、そうなっていると。民生委員のほうでも、こういうケース

はこうすればいい、ああいうケースはこうすればいいというも

のが育ってきたのではなかろうかという仮説だというお話でご

ざいました。 

 もしそうだとしたら、本当にこれは素晴らしいことでありま

して、今後とも期待の持てる話だなと思います。今後ともこう

いう統計から読み込む分析というのは大切だと思います。皆さ

んも何かお気付きのことがありましたら、またご指摘をいただ

ければと思います。 

 その他何かございますでしょうか。 

 どうぞ、Ｈ委員。 
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Ｈ委員  Ｈです。この会議に出させていただいて、包括支援センター

の人がこんなに大変だということを初めて知りました。どうも

ありがとうございます。 

 それで、さっきから被保険者が相談するというところが、立

川市と包括支援センターと福祉相談センターと、この赤い紙の

４ページに書いてあるんですよね。それで、これだと、分から

ないような気がするんですよ。もっと何が高齢福祉課で、何が

包括支援センターで、何が福祉センターかというのが。この表

だと分かりにくいような気がするんですけど。 

 

会長  ありがとうございます。これは、こういうことは高齢福祉課

に、こういうことは介護保険課に、こういうことは地域包括支

援センターにというふうになっていると分かりやすいんじゃな

いかということですよね。 

 一般的な流れはノンストップサービスみたいな時流があっ

て、まずは受けますと、何でもいいですよと。そこの切り分け

んの部分まで皆さんがしなくてもいいですよ、みたいなのが出

て、こんなふうな表現になっているかと思うんですが、確実に

しかるべきところに適切につなぐかなということだと思うんで

すが。どうですか。そのほうが、市民の目から見ても分かりや

すいというようなお話もあるようですけれども、そのことにつ

いては何か以前検討されたとかありますか。 

 

事務局  ありがとうございます。今のところ、センターは、市役所が

やっていない土曜日も営業しているところがありますので、平

日あれば市役所でもいいんですけれど、働いていらっしゃる方

などで、土曜日に相談したいという場合には、センターにとい

う形になるということもあるので、こういった並列の相談する

場所のご案内になっているかと思います。 

 どのご相談につきましても、どこで相談していただいても、

担当部署が違えば、先ほどもたらい回しの話もありましたけれ

ど、ご案内をして、きちっと基本計画３でも、「相談からサー

ビスにつなげるまちづくり」とうたっておりますので、そこは

丁寧に対応していきたいと思います。 

 こちらのしおりの表記につきましては、また計画をつくる第
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10期の時に、新たにレイアウト等を検討していきますので、そ

の時に併せて検討していきたいというふうに思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 なかなか分担の表現は難しいかもしれませんね。全然関係な

いことをやっているわけではないので、どこで相談しても同じ

ですよということになっちゃうのかもしれませんね。表現して

いくと。ありがとうございます。 

 どこで相談しても同じですよということを市民に伝えたほう

が市民は安心できるかもしれません。 

 その他いかがでしょうか。よろしければ、次へ進んでまいり

たいと思います。 

 次は、職員配置についてでございます。まずは事務局からご

説明をお願いします。 

 

事務局  資料５をご用意ください。令和６年４月ということで、法人

の人事異動等もありましたので、こちらの一覧表を使ってご報

告したいと思います。 

 まず、ふじみ地域包括支援センターの６番の看護師が新たに

着任をされております。続きまして、かみすな地域包括支援セ

ンター、５番の保健師または看護師は現在欠員という形になっ

ております。 

 それと、１点修正ですが、にしき福祉相談センター、３番の

方ですが、令和６年３月で退職されておりましたので、修正を

していただきたいと思います。 

先ほどの人員配置の、委託仕様書の人員配置からしますと、

はごろも地域包括支援センター、かみすな地域包括支援センタ

ーが１名欠員になってございます。法人からの説明によります

と、共に、６月には委託仕様書のとおり、人員配置されるとい

う報告を受けておりますので、７月の協議会では、全員そろっ

た職員一覧表をご提示できると考えております。 

 説明は以上でございます。 
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会長  ありがとうございます。皆さんから何かありますでしょう

か。前回の運営協議会で、人員配置については強くお願いをし

たところ、ありがとうございます。見通しがついたということ

で、早急な対応に感謝申し上げます。ありがとうございます。

法人の皆さんにもよろしくお伝えくださいませ。 

 よろしければ次へ進んでまいります。時間もなくなってまい

りまして、申し訳ありません。皆さんにお約束している４時ま

でに終わりそうもないかもしれません。ちょっとだけ延びま

す。ご了承ください。申し訳ありません。 

 ６の介護予防支援事業等における業務委託についてでござい

ます。事務局からご説明をお願いいたします。 

 

事務局  資料６をご用意ください。介護予防支援事業等における業務

委託について、予防のケアプランを居宅介護支援事業所に委託

する際に、協議会の承認を得ておりますので、本日３件お願い

したいと思っております。 

 委託をする理由ですけれども、令和６年４月に新規事業所を

立ち上げられた事業所が２つありましたので、ご承認をお願い

いたします。 

 まず１つ目です。高松町１丁目に、「なないろケアプランセ

ンター」が４月１日創設ということで開所しております。介護

支援専門員が３名おります。 

 ２つ目です。「ケアマネジメントセンター晴晴」、上砂町４

丁目に４月23日付で創設をしております。こちらも介護支援専

門員２名で創設をしております。こちらの事業所につきまして

は、４月の創設ですので、国の詳しい事業所案内がございませ

んので、事務局聞き取った内容を参考資料としてご提示してお

ります。 

 続いて、３つ目の事業所として、国立市の事業所、「居宅介

護支援事業所さーくる」です。理由としましては、住所地特例

の住宅型有料老人ホームの入所中の国立市民の方が要支援にな

ったことで、予防プランの作成が必要となったということで

す。もともと要介護であった時にケアプランを担当しておりま

したが、引き続き予防のプランの作成委託を受けられるという

ことでしたので、ご承認をお願いしたいと思います。 
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 説明は以上でございます。 

 

会長 

 

 

 

 

 ありがとうございます。３件一括審議、採決は個別にさせて

いただきます。皆さんから何かご質問はありますでしょうか。 

 これは利用者数が０人になっていますが、これから利用する

予定があると、こういうことなんでしょうか。 

 

事務局  そうですね。聞き取りを行った時点では、まだ０人というこ

とでしたけれども、今はもう既に地域包括支援センターからも

お願いをしていますので、利用者数は増えていると思っており

ます。 

 

会長  ありがとうございます。皆さんからご質問は大丈夫でしょう

か。特に懸念事項はないでしょうか。 

 それでは、個別にお諮り申し上げます。 

 １件目、なないろケアプランセンターを業務委託先とするこ

とにご異議ございませんでしょうか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

会長  異議なしと認め、委託先とすることに決します。 

 ２件目、ケアマネジメントセンター晴晴を委託先とすること

にご異議ございませんでしょうか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

会長  異議なしと認め、委託先とすることに決します。 

 ３件目、居宅介護支援事業所さーくるを委託先とすることに

ご異議ございませんでしょうか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

会長  異議なしと認め、委託先とすることに決します。ありがとう

ございました。 

 協議事項は以上でございます。次第の次のその他のところに
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移ります。その他何か事務局からございますでしょうか。 

 

事務局  次回は、７月23日火曜日、午後２時から、市役所104会議室で

行います。104会議室につきましては、職員しか入れない場所に

なっておりますので、２時少し前に、高齢福祉課３番窓口にお

越しいただきますと、職員が案内をいたしますので、よろしく

お願いいたします。 

 以上となります。 

 

会長  ありがとうございます。全体を通して何か皆さんから言い漏

れたとかご発言はありますでしょうか。よろしゅうございます

か。大丈夫ですか。 

 では、閉会の言葉を副会長。 

 

副会長  今年度第１回の運営協議会を終わります。どうもお疲れさま

でした。 

 

一同 

 

 ありがとうございました。 

 


